
平 成 29 年 12 月●日 

金 融 庁 

 

 

平成 29 年度金融庁政策評価実施計画（案） 

 

 

「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（平成 13 年法律第 86 号）第７条の規

定に基づき、「金融庁が行う政策評価に関する実施計画」（以下「実施計画」という。）

を以下のとおり定める。 

 

 

１．計画期間 

本実施計画の計画期間は、平成29年４月１日から平成30年３月31日までとする。 

 

 

２．平成 29 年度における政策評価の取組み方針 

  金融庁における政策評価は、「金融庁における政策評価に関する基本計画」（平

成 29 年８月１日金融庁訓令第 31 号。以下「基本計画」という。計画期間：平成

29 年４月１日～平成 34 年３月 31 日。）を策定のうえ、各年、実施計画を策定し、

この実施計画に沿って実施することとしている。 

平成 29 年度においては、実績評価方式による評価を実施する。また、閣議決定

等に基づき、政策評価と予算との連携強化を引き続き図っていく。 

 

 

３．実績評価方式による評価 

（１）評価対象とする政策の設定及び目標の設定に当たっての考え方 

金融庁が実施する政策評価に関する基本計画は、 

 Ⅰ．金融システムの安定と金融仲介機能の発揮 

 Ⅱ．利用者の保護と利用者利便の向上 

 Ⅲ．市場の公正性・透明性と市場の活力の向上 

を「基本政策」として位置付け、「基本政策」を実現するための中期的な「施策」

を定めている。 

各施策において達成すべき目標については、施策ごとに可能な限りアウトカ

ム（行政活動の結果として国民生活や社会経済にもたらされた成果）の視点か

ら評価できるように「達成目標」を設定し、この達成目標を実現するための取

組みを「主な事務事業」として掲げることとしている。 

 

（２）実績評価の対象とする施策 

別紙１「実績評価における基本政策・施策等一覧」で示した「施策」を実績

評価の単位とする。 
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④ アクセシビリティの向上（利用者の利便を向上させるための取組） 

  ・障がい者や高齢者も、金融機関の窓口やＡＴＭを通じて、安全で利便性

の高い金融サービスを利用できるようにするための施設・態勢の整備、

現場レベルへの浸透の徹底を強く促していく。また、障がいを理由とす

る差別の解消の推進のため、金融機関等に対し、平成 28 年４月の「障

害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施行を踏まえた適切

な対応を促していく。 

・「未来投資戦略 2017」（29 年６月９日閣議決定）において、「３メガバン

クの海外発行カード対応ＡＴＭを 2020 年までに全ＡＴＭ設置拠点の約

半数で整備（計約 3,000 台）することを目指し、３メガバンクに対し、

2018 年中にその大半を設置するよう着実な取組を促す。」とされている

ことを踏まえ、引き続き、着実な取組みを促すとともに、海外発行カー

ド対応ＡＴＭの整備状況をフォローアップする。併せて、海外発行カー

ドを使った不正利用を防止するための実効的な対策が講じられている

かについて検証する。 

⑤ 金融リテラシー（知識・判断力）の向上のための環境整備 

  金融リテラシー向上のため、引き続き様々な機会を活用しながら着実に

金融経済教育を推進していく。 

・金融庁を含めた関係団体等で構成する「金融経済教育推進会議」を通じ、

金融経済教育を効率的・効果的に推進する。 

・安定的な資産形成について考えるシンポジウムの開催及び金融庁ウェブ

サイトを通じた情報の提供等を実施する。 

・職場での活用に重点を置いたビデオクリップ教材の作成など、職場つみ

たてＮＩＳＡの導入と連携した投資教育を進めていく。 

・平成 30 年３月に改訂予定の高校の学習指導要領等において、金融経済

教育が充実されるよう、文部科学省に要望する。 

・最低限身に付けるべき金融リテラシーを記載した「金融リテラシー・マ

ップ」を踏まえ作成を行ったガイドブックを全国の高校・大学・地方公

共団体等に配布し、広く周知する。 

・大学生に対して金融経済教育を体系的に行う観点から、関係団体と連携

し、大学の教養課程などにおいて「金融リテラシー・マップ」を軸とし

た授業を効果的・効率的に実施する。 

 

 

【担当部局名】 

総務企画局 

政策課、政策課総合政策室、企画課、市場課 

  監督局 

   総務課、総務課協同組織金融室、総務課金融会社室、総務課郵便貯金・保険監督参事 

   官室、銀行第一課、銀行第二課、保険課、証券課 

   検査局 
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